
広
島
県
告
示
第
六
百
十
五
号 

 
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お

り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
日

広
島
県
知
事

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦

薬
局
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

名

称

新

旧

所

在

地

自

立

支

援

医
療
の
種
類

変
更
年
月
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ

ふ
れ
あ
い
薬
局

ふ
れ
あ
い
薬
局

尾
道
市
栗
原
町
八
五
一
七

―
一

精
神
通
院

平
成
二
二
年
六
月

一
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ

あ
す
な
ろ
薬
局

あ
す
な
ろ
薬
局

尾
道
市
御
調
町
市
一
〇
六

精
神
通
院

平
成
二
二
年
六
月

一
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ

み
の
り
薬
局

み
の
り
薬
局

福
山
市
今
津
町
二
丁
目
三

―
九

精
神
通
院

平
成
二
二
年
六
月

一
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ

そ
よ
か
ぜ
薬
局

そ
よ
か
ぜ
薬
局

福
山
市
南
手
城
町
二
丁
目

四
―
一
九

精
神
通
院

平
成
二
二
年
六
月

一
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ

新
徳
田
薬
局

新
徳
田
薬
局

福
山
市
神
辺
町
新
徳
田
三

丁
目
五
四
二
―
二

精
神
通
院

平
成
二
二
年
六
月

一
日

府
中
薬
局
ア
ゼ

リ
ア
館

株
式
会
社
ト
ラ

ス
ト
府
中
薬
局

ア
ゼ
リ
ア
館

府
中
市
鵜
飼
町
五
五
五
―

一
二

精
神
通
院

平
成
二
二
年
五
月

一
三
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ

三
次
セ
ン
タ
ー

薬
局

三
次
セ
ン
タ
ー

薬
局

三
次
市
東
酒
屋
町
五
八
六

―
五

精
神
通
院

平
成
二
二
年
六
月

一
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ

吉
田
中
央
薬
局

吉
田
中
央
薬
局

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田

三
七
八
二
―
八

精
神
通
院

平
成
二
二
年
六
月

一
日


